
(財) 鳥取市公園･スポーツ施設協会　御中

　私は、私が支払うべきスポーツ施設等使用料について、下記により取扱いくださいますよう預

金口座振替規定を確認のうえ依頼いたします。

取扱金融機関　御中

tel（　　　　）　　　－

利用日の翌月の１５日

依頼区分の１・２・３のいずれかを○で囲んでください。

１．新規申込（預金口座振替規定を確認のうえ上記口座から預金口座振替契約により支払いするとき）

２．変更（預金口座振替契約について、契約事項を変更するとき）

３．解約（預金口座振替契約を解約するとき）

１． 私が支払うべきスポーツ施設等使用料について、貴金融機関に振替通知書等が送付されたときは、

　 私に通知することなく、振替通知書等に記載された金額を預金口座から引落しのうえ支払ってくだ

　 さい。なお、預金の引落しにあたっては、当座勘定規定又は預金規定にかかわらず、預金通帳、預

　 金払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。

２． 私が支払うべきスポーツ施設等使用料について、口座名義人の指定口座から引き落とすことにつ

　 いては、口座名義人の了解を得ているので、このことによる一切の責任は私が負います。

３． 振替日において預金口座の残高が振替通知書等に記載の金額に満たないときは、私に通知するこ

　 となく振替通知書等を返却されてもさしつかえありません。

４． 振替日が貴金融機関の休業日に当たるときは、その直後の営業日を振替日としてください。

５． この契約に関する事項を変更し、又は解約するときはその旨書面にて依頼します。なお長期にわ

　 たり請求がないなど相当の事由あるときは特に申出をしない限り、貴金融機関はこの契約が終了し

　 たものとして取り扱ってさしつかえありません。

６． この預金口座振替について仮に紛議が生じることがあっても、貴金融機関の責めによるものを除

　 き、貴金融機関に迷惑をかけません。

【不備返却理由】

1 預金取引なし

2 記載事項等相違

3 印鑑相違

4 その他
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